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■70 歳未満のご契約者であっても、会話がかみ合わない、理解力に問題があると思われた場合は、トラ
ブル未然防止の観点から、必要に応じて、「きめ細やかな取組み」を踏まえた保険募集を行ってください。
■個人契約任意団体については、高齢者対応に準ずる
■保険会社の高齢者募集規程が７０歳以下の場合は、その保険会社の規定に合わせた高齢者募集を実
施
※意思決定能力に疑義がある場合「対応内容記録票」に記録を残してください。

高齢者対応

対面募集

電話募集

郵送募集

保険証券到着後 対応完了後契約確認 募集時 郵送時 返送書類等到着時
高齢者対応不可案件

ＣＣから戻し案件

70歳以上を高齢

者対応を実施

新規・更新に関

らず、生年月日

の確認を必ず実

施

年齢基準に合わ

せた高齢者対応

を実施

生年月日を記載

いただくよう付箋

等で案内

生年月日を確認

し 70歳以上で

あれば、高齢者

対応を電話で行

う

電話でフォロー・

契約意向を再度

確認（対面募集時

に高齢者対応を

実施できなかった

場合含む）

対応内容記録を対応

履歴に必ず残す

（ひな型あり）

積立商品は保険会

社へ提出

80歳以上 積立

契約に関しては、

「よりきめ細やか

な取組み」を実

施

電話で理解が

困難と判断した

場合は、対面募

集に切り替え実

施

お客様へ

証券確認案内

送付

２回連絡しても

案内出来ない

対応内容記録を

対応履歴に必ず

残す

（ひな型あり）


